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背景病院やクリニックを受診し、血液検査や尿検査、超音波エコーなどの検査を受けた際に、検査を受けた患者

は主に紙で検査結果を受け取ることが一般的である。一方、平成29年の情報通信白書によれば、スマートフォン

の世帯普及率は71.8％、パソコンは73.0％と同レベルで普及している。そこで本研究では、病院やクリニックか

ら検査結果を等を患者に主に紙で渡している仕組みをデジタルで置き換える、つまり患者側はスマートフォンで

受け取ることができる仕組みを開発する。方法検査データを患者にデジタルで渡すためには、検査データを

持っているシステム Aと、患者に伝えるシステム Bを接続する必要がある。そのため、次の3段階に分けることが

できる。 1) Aにデータを出力する部分、2) Aから Bに接続する部分、3) Bでデータを渡す部分、である。1の

データを出力する部分においては、データを渡す事ができる該当患者のみの絞り込み、患者の診察券番号を用い

て名寄せすることとして、必要なデータのみを出力を行う。2の通信の部分は、セキュアにするために VPNの接続

を基本とし、データ元から渡す患者向けの一方向をベースとしてセキュリティの設定を行う。3のデータを渡す部

分においては、患者の診察券情報とマッチングし、検査データを患者に渡す事ができる仕組みとする。結果技術

上の仕組みは上記の方法で可能であるものの、ヒアリングなどの結果、患者のデータ受取の依頼、医師の確認と

処理、患者の受取の同意、患者へのデータの受取、と、同意の取得、医師の処理の上、データがわたる仕組みと

することが必須であることがわかった。同意をシステム上に実装することで実現させ、その結果、検査データを

医師の確認のもと、デジタルで渡す事が可能となった。結語検査データを患者にデジタルで渡すプロトタイプを

実装し、現場に持ち込むことができた。 COI開示 JST未来社会創造事業「セルフデータ収集によるヘルス・セント

リック社会の創出」の研究資金提供を受けた。
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Abstract:  
 
Patients get their clinical test results such as blood test or urinary test from hospitals or clinics on paper in general. 
However, more than 70 % of families in Japan has both smart phones and PCs in their home. In this paper, we have 
been developed a communication system between patients and clinics in digital, that patients can get their clinical 
test data in digital with their smartphone. Our system consists of a smartphone application for patients, named 
“MeDaCa” and a web application for clinics, named “MeDaCa PRO”. We also collaborate with a clinical test 
center and our system connects the server of the center. Data flow is followings: 1) A patient goes a clinic and gets 
a clinical test, such as blood test, 2) A blood goes to the clinical test center and conduct the test, 3) A result of the 
clinical test is generated on a server of the clinical test center, 4) The clinical test result is transferred to “MeDaCa 
PRO” server, 5) The medical doctor of the clinic checks the result, 6) The medical doctor allows to send the data to 
the patient, then the patient accept the transfer, he/she gets the result in his/her smartphone in digital. 

 
Keywords: Personal Health Records, Data Transfer, Patient Portals, Communication between Hospital and 

patients 

1.緒論 
病院やクリニックにおいて、血液検査や尿検査、超音波エ

コーなど必要に応じて受診する。その際に、患者は自らの検

査結果について、医師から紙で受け取ることが一般的である。

一方、平成 29 年の情報通信白書 1)によれば、スマートフォン

の世帯普及率は 71.8％、パソコンは 73.0％と同レベルで普及

している。また、生活の中でスマートフォンをはじめとしてデジ

タルでデータのやりとりをすることも多くなっている。 
そこで本研究では、病院やクリニックから検査結果等を患

者に主に紙で渡している仕組みをデジタルで置き換えること

を目指す。患者は、自らのスマートフォンで検査結果をデジタ

ルで受け取ることができる仕組みを開発する。このことができ

ることにより、患者は自らの検査結果をほぼ自動的にデジタ

ルで蓄積することができるようになる。自らの医療情報を自ら

が管理することで、Personal Health Record（パーソナルヘルス

レコード、PHR）2)の実現にも寄与することになる。特にPHRの

中における検査データの部分において貢献ができる。 
筆者らはこれまでに医療機関と患者との架け橋となる情報

プラットフォームの構築 3)をしてきた。患者側はスマートフォン

アプリケーションおよび Web アプリケーションにアクセスするこ

とで、個人が自らの医療情報を蓄積することができる仕組み

である。また、医療機関との架け橋となるよう、医療機関側に

も Web アプリケーションとしてインタフェースを持たせ、患者が

紙でもらった検査結果をカメラで撮影した写真を共有する仕

組みなどを構築してきた。この仕組みにおいては、検査結果

は、カメラを通して写真としてアナログからデジタルにし、管理

や共有する仕組みを実現させてきた。 

2.目的 
本研究の目的は、患者が自らの検査結果を病院やクリニッ

クからデジタルで受け取る仕組みを実現し、実際に運用でき

る社会実装を行うことである。この目的のために、クリニックの

検査を担当している臨床検査センターと連携し、臨床検査セ

ンター、クリニック、スマートフォンアプリを接続する仕組みを

構築する。具体的には、クリニックで受けた血液検査、尿検査

について、その結果について、検査を実施した臨床検査セン

ターからデジタルで受け取り、担当医師の確認のもと、かつ、

患者の同意のもと、スマートフォンアプリケーションで結果を

閲覧できるシステムを構築する。その上で、実際のクリニック

および患者に利用していただく。 

3.方法 

3.1 医療機関と患者との架け橋 
筆者らは、個人が自らの医療情報、検査結果を管理するこ

とのできるアプリケーション MeDaCa4) を開発してきた。個人

が、診察券、検査結果、処方箋、レントゲン写真、健康診断

書など、紙のデータをスマートフォンのカメラで撮影し保存す

ること、PDF などをこのシステムにアップロードすることにより、

スマートフォンやパソコンで、自分自身の医療情報をいつでも

どこでも閲覧できる仕組みである。また、医療機関側のアプリ

ケーションとして MeDaCa PRO5) を開発し、MeDaCa とシステ

ムとして連携することにより、個人が写真などとして保存した検
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査結果のデータを、お互いの同意のもと、医療機関側が閲覧

できる仕組みや、医療機関側が患者に対して直接メッセージ

や通知を送る仕組みを実現させてきた。これにより医療機関

と患者との架け橋となる情報プラットフォームを構築している。 
この情報プラットフォームは、個人の同意のもと、個人が自

らの情報をクラウドに保存するシステムとして実現をさせてい

る。ユーザはアカウントを作成し、利用規約やプライバシーポ

リシーに同意し、アカウントを開設する。アカウントを開設する

と、本人のみがアクセスできる領域が確保される。その上で、

自らの検査結果などの情報を写真で撮り、それをアップロー

ドして保存する仕組みを、スマートフォンアプリケーションとク

ラウドとを組み合わせて実現している。 
医療機関側は、タブレットやパソコンなどインターネットに接

続できる端末を用意し、クラウドに接続して利用する。医療機

関としてもアカウントを開設し、その医療機関にかかっている

患者に対して、コミュニケーションが取れる仕組みとなってい

る。患者個人が撮影した検査結果の写真などの閲覧を患者

に依頼し、患者の同意のもと、一定期間閲覧可能とさせてい

る。逆に医療機関側で検査結果などを写真で撮影した場合

も、同じく同意のもと、患者に渡すことができる仕組みとしてい

る。 

3.2 医療機関と患者との名寄せ 
医療機関と患者との連携をさせるにあたり、医療機関、患

者とをどう同定していくのか、識別子が必要となる。筆者らが

構築したシステムにおいては、医療機関は医療機関番号を

ベースとして識別子として ID 化した。患者については、「マイ

ナンバー」や「医療等 ID」など議論が様々起きているが、現時

点で利用者がすぐにわかる ID として、各医療機関の診察券

番号を ID として利用することとした。 
連携としては下記の流れである。 
i. 患者がシステムに自らの個人情報を登録する 
ii. 患者が対象医療機関の自らの診察券番号を登録する 
iii. 医療機関は、登録された患者の診察券番号および個

人情報をシステム上および対面にて確認し、自らの医療機関

の患者であった場合は承認をする 
iv. 患者と医療機関との連携が完了する 
この流れにおいて、患者本人かどうかを確認するために、

医療機関側には対面での承認をすることを勧めている。これ

は、診察券を持ち、対面にて、システム上で医療機関との連

携の申請を行った場合、そのスマートフォンが患者のもので

あり、かつ、患者本人であることが確認できるためである。 

3.3 臨床検査センターとの連携 
上述までで、医療機関と患者との連携方法について述べ

た。この項では、検査結果のデータの連携について述べる。

臨床検査センターにて、血液検査、尿検査などが終わり、検

査結果がデジタルにて検査データとして出力されることを想

定する。 
検査データを患者にデジタルで渡すためには、検査デー

タを持っているシステム A と、患者に伝えるシステム B を接続

する必要がある。そのため、次の 3 段階に分けることができる。  
i. A にデータを出力する部分 
ii. A から B に接続する部分 
iii. B でデータを渡す部分、である。 
まず i のデータを出力する部分においては、データを渡す

事ができる該当患者のみの絞り込み、患者の診察券番号を

用いて名寄せすることとして、必要なデータのみの出力を行う。

基本的には医療機関の特定のために医療機関番号、患者の

特定のために診察券番号を出力する。 
次に ii の通信の部分は、セキュアにするために VPN 

(IPSec-VPN)の接続を基本とし、データ元から渡す患者向け

の一方向をベースとしてセキュリティの設定を行う。必要な

低限の情報のみ通すこととし、安全に情報を伝える仕組みを

コンセプトにしている。 
iii のデータを渡す部分においては、医療機関番号および

患者の診察券情報とマッチングし、検査データを患者に渡す

事ができる仕組みとする。この際にマッチングがうまくいかな

いことや、他の情報に一貫性がない場合にはエラーを出すこ

となどで、喚起できるような仕組みも検討する。 
本研究においては、システム B の部分は、筆者らがこれま

で構築した医療機関と患者とを結ぶ仕組み MeDaCa を利用

することとする。システム A の部分は臨床検査センターが行う

ことを想定している。 

3.4 動的な同意 
技術上の仕組みは3.3 の方法で可能であるものの、ヒアリン

グなどの結果、患者のデータ受取の依頼、医師の確認と処理、

患者の受取の同意、患者へのデータの受取、と、同意の取得、

医師の処理の上、データが渡る仕組みとすることが必須であ

ることがわかった。同意をシステム上に実装することで実現さ

せ、その結果、検査データを医師の確認のもと、デジタルで

渡す事とした。 
まず検査データが臨床検査センターから医師のもとに届き、

医師が閲覧して確認できるようにする。医師の確認後、医師

がそのデータを当該患者に渡すときには、ボタンを押すなど

のアクションを行い、患者に送るようにシステムに指示する。シ

ステムは、患者に、医師から検査データが送られる準備がで

きた旨の知らせを受けて、承諾ボタンを押し、同意を行うと、

その対象の検査データを、スマートフォンアプリケーションな

どから受け取り、閲覧できる仕組みとする。 
同意については、「同意書」という形ではなく、「受け取る」と

いうボタンを押す形で同意をし、そのログは残る仕組みとして

実現をさせた（図 1）。これは、毎回、データのトランザクション

図 1 スマートフォンでデータを受け取るときの 

画面のイメージ 
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の度に「同意」させることを想定し、より簡便に実現できるよう

にしたものである。 
今回の仕組みにより、動的に医師の確認および指示と患

者の同意をシステム側で取得し、患者個人の検査データを、

その人に届ける仕組みが可能となる。 
 

3.5 レポート形式への変換 
臨床検査センターからの検査結果データは、日本医師会

ORCA 管理機構が提案する MI_CAN（みかん）標準フォーマ

ット 6)を利用している。MI_CAN 標準フォーマットのｃｓｖ形式の

ファイルを 3.3 に記載の方法を用いてサーバ間で連携し、デ

ータ転送を行う。データについて、医療機関と患者との架け

橋である MeDaCa のシステム内で、該当患者と同定し、csv デ

ータから検査結果を見やすい表形式の PDF 形式に変換する。

その結果を医師に確認できるように MeDaCa PRO で表示し、

確認後、MeDaCa を通じて患者にデータを渡す。 
 

4.提案方法の実装と結果 
医療機関と患者とを繋ぐシステムとしてはMeDaCaを用い、

臨床検査センターとして、名古屋医師協同組合 名古屋臨床

検査センターとともにシステムの実装を行った。名古屋臨床

検査センターのサーバと MeDaCa のサーバとを VPN で接続

し、3.5 で記載された csv 形式のファイルをやりとりし、PDF 形

式として表示できる仕組みの実装を行った。システムと流れは

図 2 となっている。 
名古屋臨床検査センターには、対象となるクリニックについ

て、MeDaCa を利用した患者のリストをまず通知する。このリス

トにおいては、医療機関番号と診察券番号を記載し、識別子

とさせる。臨床検査センターにおいて、検査結果が出た後、

検査結果のデータのうち、上述の患者リストに入っている患者

のデータについて検査データファイルを用意する。その検査

データファイルについて、VPN 経由で MeDaCa の Amazon 
Web Services に転送を行う。MeDaCa PRO にて医師の確認を

とり、許可を得たファイルを、MeDaCaを通して、個人のスマー

トフォンからアクセスをできるようにさせる。この際、検査データ

はｃｓｖ形式のため、サーバで変換をさせ、PDF 形式にし、図 3
のように自動的にレポートを生成させて患者に渡すようにさせ

た。 
システムを実装したのち、実際のクリニックにおいて、患者

の協力を得て、検査結果をデジタルで該当患者に渡す試み

を行ってみた。患者は検査を受け、その結果を担当医が確認

し、スマートフォンに結果の PDF が実際に届くことを確認し、

システムが稼働していることを示せた。 

5.考察 
本研究で提案するシステムは、名古屋臨床検査センターと

MeDaCa のシステムが連携し、毎日、検査結果データを送る

ことを既に実現している。名古屋臨床検査センターに臨床検

査を依頼しているクリニックが対象であり、複数のクリニックに

て、日常的に検査結果をデータで送ることを実施している。 
生活習慣病や糖尿病などの慢性疾患においては、1 ヶ月

に 1 回、あるいは、2 ヶ月に 1 回、通院し、通院した際に、前

回の検査結果を紙でもらう事が多々ある。今回の仕組みを利

用することで、医師の判断にて、検査数日後に結果をデジタ

ルで渡すことも可能となった。 
MeDaCa PROを導入し、かつ、名古屋臨床検査センターの

図 2 名古屋臨床検査センターの検査結果デジタルデータが患者に届くまでの流れ 

 

図 3 検査結果の PDF の報告書のイメージ 
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検査結果のデータを患者に渡すことを実践しているクリニック

の医師から下記のコメントを得ている。 
「 初は患者さんもおっかなビックリであったが、今では慣

れてごく自然になって翌日検査結果を送らないと逆にどうした

のでしょうか？という反応がある程である。患者さんも翌日の

検査データを待っているような状況である。また意外と一元さ

んで急性期の患者さんが来られた場合に「検査結果がいつ

わかりますか？電話で問い合わせてもよろしいでしょうか？」

といわれるケースがあり、その場合に「MeDaCa に登録して頂

ければ送りますよ」というと非常に喜ばれるので慢性疾患だけ

でなく急性疾患の患者さんにもメリットがある。」 
このように、当初、慢性の疾患が一番の対象かと考えてい

たものの、医療機関の現場では急性期も含めて役に立つこと

を模索しはじめている。また、自分の検査について基本的に

誰でも検査結果は直ぐに知りたいため、本研究の仕組みは

非常に有効である。 
検査結果のデータ化については、従来は臨床検査センタ

ーの Web などにクリニックの ID とパスワードで入り、閲覧する

のが主であった。もちろん紙の方法も多く残っている。その

Web を経由した閲覧などの代わりに、MeDaCa PRO システム

上で閲覧可能とし、自動的にデータが流れるシステム上の連

携を行った。さらに、検査データについては、これまでは紙の

結果を撮影してデジタル化するのがメインであったものの、臨

床検査センターが接続されることで、自動的にサーバにデー

タが貯まることが実現できるようになった。 
また、MeDaCa PRO を導入している医師の先生からは、

MeDaCa 全般に対して、診察券に対する下記のコメントを頂

いた。 
「診察券替わりにできることが良いなと思ったのですね。診

察券を忘れても、スマートフォンを忘れる人はいません。まさ

にそうかなと。うちの場合は診察券番号でカルテを出すので、

診察券がないと間違いがないか確認するなど必要となります。

初めはそれが良いと思いました。」 
このように使用用途として想定していなかった使い方など

が、現場から上がるようになり、システムとしても役に立ってい

ることが伺える。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6．結語 
本研究において、医療機関と患者とを結ぶ情報プラットフ

ォームに対して、臨床検査センターとサーバ間で接続し、検
査結果データを情報プラットフォームに渡す仕組みを実装し
た。また、情報プラットフォームの中で、医師の確認のもと、検
査データを csv 形式から PDF 形式に自動的に変換を行い、
患者に渡す仕組みを構築することができた。このシステムが
広まることで、個人ひとりひとりが、自らのデータを自分自身で
管理することが可能となり、データを管理することで、リテラシ
ーの向上にもつながると考えている。 
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